
◎ 「平成24年分　年末調整のしかた」の誤りについて

　 「平成24年分 年末調整のしかた」の46ページの記載例において使用している「給与所得者の
（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」の様式には、以下の誤りがありますので、ご注
 意ください。

※　平成22年中に居住を開始した場合には、住宅借入金等の年末残高の合
　計額のうち 5,000万円以下の部分の金額が（特定増改築等）住宅借入金
　等特別控除額の計算の基礎とされます。

(参考）　住宅借入金等特別控除の控除額（一般の住宅の取得等の場合）

×　１％

住宅を居住の
用に供した日

　平成21年
　　1月1日から
　　12月31日まで

　平成22年
　　1月1日から
　　12月31日まで

　平成23年
　　1月1日から
　　12月31日まで

　　住宅借入金等の年末残高の合計額の
　　うち5,000万円以下の部分の金額

　　住宅借入金等の年末残高の合計額の
　　うち4,000万円以下の部分の金額

各　年　分　の　控　除　額

×　１％

誤                                     正 

（最高4,000万円）      →      （最高5,000万円） 


